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「まちパト」で道路や公園の損傷をおしえてください 
～道路・公園等損傷通報システムの運用を開始します～ 

 
 令和５年４月３日（月）から、道路や公園等の損傷に気付いたときに、誰もが即時に

通報できる「まちパト」の運用を開始します。 
 
１ 目的 
   さいたま市内の道路や公園等の

損傷について、迅速に状況を把握す

るため。 
 
２ 主な機能 

２４時間３６５日、開庁時間を待

たずに、さいたま市内の道路や公園

等の不具合や損傷をスマートフォ

ン等から写真や位置情報と共に通

報できる。 
 
３ 使用方法 

 スマートフォンやタブレット等

から専用ホームページにアクセス

して通報。 
 
４ 運用開始日 
   令和５年４月３日（月）から（予定） 
 
 
※詳しくは市 HP(https://www.city.saitama.jp/001/010/018/007/004/p093064.html)

をご確認ください。 
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